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 無料贈呈  させていただきます！！
経理ウーマンの仕事は本当に幅が広いもの。本来の仕事である
経理業務だけでなく、総務・人事・社会保険と種々様々です。
しかも、それらの事務は、ミスが出たとき「ゴメンナサイ」では

済まされません。

経理の仕事って幅広い!

しかし経理ほど面白い仕事はありません。仕事を通じて税金や
社会保険など、さまざまな専門知識を身につけることができます。

経理は会社のコントロールタワーなのです！

いろいろな知識が必
要とされる仕事。や

りがいのある仕事。

そんな経理のレベル
アップを目指すため

の専門誌が「月刊経
理ウーマン」です。

創刊から25年。全
国4万人の経理ご担

当者にご愛読いただ
いています。

あなたも「月刊経理
ウーマン」の仲間に

なりませんか？

経理のレベルアップを
図りませんか？

でも経理って面白い!

クリスマスを控えた街の華やかさに心が弾む季節になりましたね。今年も残すところあとわずか
です。皆さん、こんにちは。「月刊経理ウーマン」編集部の横田麻美です。皆さん毎日経理のお仕事
で忙しくされていることと思います。実は私の母も中小企業で経理の仕事をしていたので、その
忙しさはよく分かります。経理事務はもちろんのこと、社会保険の手続きから給与計算まで、中小
企業の経理担当者は大変ですよね。
そんな皆さんに絶対オススメの雑誌が、「月刊経理ウーマン」です。税務・社会保険の法定事務は
もちろん、経理担当者が知っておきたい実務知識をどこよりも分かりやすく解説しています。さらに
有名人の「金銭哲学」や映画情報、オススメ本など、楽しく読める記事も満載！　この機会にぜひ
読んでみてくださいね！！

■特集■ 
適格請求書発行事業者の登録申請はお済みですか？
いよいよ令和５年１０月１日からスタート！

消費税
「インボイス制度」の
疑問にまるごと答えるＱ＆Ａ

いま年間購読をお申し込みの
皆さまに最新号(2022年１月号)を

最新号(2022年1月号)ではこんな記事が掲載されています！

■2022年1月号のその他の掲載記事■
◎「不良在庫」を廃棄するときの経理の心得
◎「事業承継税制の特例」の内容と手続きが分かる講座
◎会社を発展させる「経営計画」の作り方教えます
◎「書面添付制度」のことが理解できる３０分セミナー
◎おもしろ・便利な「変わりダネアイマスク」カタログ
◎有名人が語る「わたしの金銭哲学」(三遊亭円楽さん)
■連載記事■　景気を読む／今月の事務チェックポイント／実務レッスン講座／
税理士のひとりごと／今月のシネマ／お気に入りの「この１冊」／
仕訳ワンポイントレッスン／税法用語辞典／読者の井戸端会議室 他
●創刊：1996年4月　●体裁：Ａ5判、縦組、116ページ 　●発行日：毎月20日 
●年間購読料：11,100円（12冊分／1冊当たり925円／税・送料込）



外
で
は
、「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」
は
既
に
普
及

し
て
お
り
、
日
本
で
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、

そ
れ
ら
の
事
例
も
参
考
に
し
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。

　た
だ
し
、「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」
を
導
入
す

る
に
は
、
各
種
請
求
書
の
発
行
シ
ス
テ
ム
の

変
更
な
ど
、
事
業
者
の
準
備
期
間
や
、
改
正

そ
の
も
の
の
周
知
期
間
が
必
要
で
あ
る
こ
と

が
考
慮
さ
れ
、
軽
減
税
率
と
同
時
に
導
入
せ

ず
に
、
段
階
を
追
っ
て
、「
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
」
に
移
行
し
て
い
く
方
針
と
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
は
そ
の
移
行
期
間
の
真
っ
最
中
と
い
う

わ
け
で
す
。

ま
ず
、
こ
の
「
イ
ン
ボ
イ
ス
」
と
は
何
の
こ

と
で
し
ょ
う
か
？

　イ
ン
ボ
イ
ス
と
は
、

元
々
は
貿
易
書
類
を
指
す
用
語
と
し
て
使
わ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
、
消
費
税
の
世

保
存
等
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　こ
れ
ら
の
方
式
を
「
適
格
請
求
書
等
保
存

方
式
」
と
い
い
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
」
と
言
わ
れ
る
制
度
の
正
式
名

称
で
す
。

　「イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」が
導
入
さ
れ
た
き
っ

か
け
は
、
軽
減
税
率
の
導
入
で
す
。
令
和
元

年
10
月
１
日
に
消
費
税
率
が
８
％
か
ら
10
％

に
引
き
上
げ
ら
れ
た
際
、
同
時
に
軽
減
税
率

制
度
も
導
入
さ
れ
ま
し
た
。そ
れ
に
よ
り
、事

業
者
が
消
費
税
の
計
算
を
す
る
際
、
こ
れ
ま

で
と
異
な
り
、
適
用
さ
れ
て
い
る
税
率
が

10
％
な
の
か
軽
減
税
率
の
８
％
な
の
か
、

し
っ
か
り
確
認
を
す
る
必
要
が
出
て
き
ま
し

た
。　そ

の
た
め
、
買
い
手
側
で
税
率
や
消
費
税

額
の
集
計
を
誤
る
な
ど
の
ミ
ス
が
発
生
し
な

い
よ
う
に
、
必
要
な
情
報
を
正
確
に
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
請
求
書
に
こ
れ

ら
の
項
目
の
表
示
を
義
務
付
け
た
の
が
「
イ

ン
ボ
イ
ス
制
度
」
な
の
で
す
。

　実
際
に
、
軽
減
税
率
制
度
で
先
行
す
る
海

　ま
ず
、
こ
の
「
イ
ン
ボ
イ
ス
」
と
は
何
の

こ
と
で
し
ょ
う
か
？

　イ
ン
ボ
イ
ス
と
は
、

元
々
は
貿
易
書
類
を
指
す
用
語
と
し
て
使
わ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
、
消
費
税
の
世

界
に
転
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
消
費
税
で
い
う

イ
ン
ボ
イ
ス
と
は
、
正
式
に
は
「
適
格
請
求

書
」
と
い
わ
れ
、売
手
が
買
手
に
対
し
て
、正

確
な
適
用
税
率
や
消
費
税
額
等
を
伝
え
る
も

の
で
す
。

　売
手
で
あ
る
登
録
事
業
者
は
、
交
付
し
た

イ
ン
ボ
イ
ス
の
写
し
を
保
存
し
て
お
き
、
買

手
で
あ
る
取
引
相
手
（
課
税
事
業
者
）
か
ら

求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
交
付

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
買
手
は
仕
入
税

額
控
除
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
、
原
則
と

し
て
、
取
引
相
手
（
売
り
手
）
で
あ
る
登
録

事
業
者
か
ら
交
付
を
受
け
た
イ
ン
ボ
イ
ス
の

●消費税「インボイス制度」の疑問にまるごと答えるＱ＆Ａ

税理士　小林俊道
　皆さんもご存じのとおり令和５年10 月１日から消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度」が導入されます。インボイス（適格請求書）を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られますが、そのための登録申請の受付はすでに今年10月からスタートしています。なにぶんわが国で初めて導入される制

度だけに、経理実務の担当者にとっても不安なことや疑問に感じることは多いのではないでしょうか。
　今月の特集では、インボイスと現行の「区分記載請求書」との違いから経理事務への影響、そして事前の対応までをＱ＆Ａでわかりやすく解説します。

消費税

の疑問にまるごと
答える　　　　　

特集

  「インボイス制度」

Ｑ＆Ａ

適格請求書発行事業者の登録申請はお済みですか？ いよいよ
令和５年１０月１日
からスタート！

Ｑ
１

　そ
も
そ
も
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」

と
は
ど
ん
な
制
度
な
の
で
す
か
?

Ｑ
2

　な
ぜ
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」
の

導
入
が
必
要
な
の
で
す
か
?

「月刊経理ウーマン」２０２2年1月号には
こんな記事が掲載されています！

適格請求書発行事業者の登録申請はお済みですか？
いよいよ令和５年１０月１日からスタート！特集

消費税でいうインボイスとは、正式には「適格請求書」といわれ、売手
が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
売手である登録事業者は、交付したインボイスの写しを保存しておき、
買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、インボイス
を交付しなければなりません。買手は仕入税額控除の適用を受けるた
めに、原則として、取引相手（売手）である登録事業者から交付を受け
たインボイスの保存等が必要となります。2022年1月号の特集では
この「インボイス制度」についてＱ＆Ａ形式でどこよりも分かりやすく
レクチャーしています。

Ｑ 適格請求書発行事業者とは、どのような事業者をいうの
ですか?

Ｑ 適格請求書発行事業者の登録を受けずにインボイスを
発行できますか?

Ｑ 適格請求書発行事業者ではない者がインボイスを発行
して交付をした場合、自社や取引の相手方にどのような
影響が生じますか？

Ｑ インボイス制度の開始にあたって、免税事業者が検討する
ことはありますか?

Ｑ 適格請求書発行事業者の登録が不要なケースがあると
すれば、どのようなケースでしょうか？

Ｑ 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けること
とした場合、どのような影響が考えられるでしょうか？

Ｑ 免税事業者が免税事業者で居続ける場合にもたらされる
影響を教えてください。

Ｑ 自社の適格請求書発行事業者への登録に向けた流れは
どうなりますか?

Ｑ 登録申請以外に「インボイス制度」導入までに準備しておく
ことはありますか?

Ｑ 適格請求書発行事業者の登録を受けたのち、取引先への
通知や照会はしたほうがよいでしょうか？

Ｑ 仕入先・外注先等の支払先が、適格請求書発行事業者の
登録を受けているかの事前の確認（買手側での確認）は、
どのようにして行なえばよいでしょうか？

Ｑ「適格請求書」とされるための様式について教えてくだ
さい。

Ｑ 電子取引データにより適格請求書等の交付をしたり、交付
を受けたりすることは可能でしょうか。

Ｑ 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける際
に関係する、経過措置や特例措置があれば教えてください。

Ｑ「インボイス制度」が導入された後も「簡易課税」制度は
存続するのですか?

Ｑ「インボイス制度」に関連して、経理担当者以外の従業員等
に周知しておくことはありますか?

消費税「インボイス制度」の疑問に
まるごと答えるＱ＆Ａ

皆さん、こんにちは。編集長の天野恵実子です。今回のＤＭをご覧いただいてありがとう
ございます。本誌「月刊経理ウーマン」の創刊は今から25年前の1996年4月のことで
す。当時私は別な出版社で経理・税務の雑誌を編集していたのですが、「経理や税金の記
事は難しいなあ…」「もう少しビギナー経理でも理解できるようにやさしく解説できない
のかなあ…」と常々疑問に思っていました。そこで税務や社会保険についてビギナーの
経理・税務・総務担当の方でも理解できるよう、できるだけ分かりやすく解説することを
コンセプトに創刊されたのが「月刊経理ウーマン」なのです。創刊当時は、難しい専門的
な知識を分かりやすく執筆いただける税理士・社会保険労務士・弁護士の先生方を
必死に探したものです。そして創刊からあっという間に25年が過ぎましたが、おかげさま
で現在、全国４万人の経理総務ご担当者にご愛読をいただいています。
さて、その「月刊経理ウーマン」２０２２年１月号の特集企画では、「消費税『インボイス制度』の疑問にまるごと答えるＱ＆Ａ」を
掲載しています。皆さんもご存じのとおり令和５年10月１日から消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度」が導入
されます。インボイス（適格請求書）を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られますが、そのための登録申請の受付は
すでに2021年10月からスタートしています。なにぶんわが国で初めて導入される制度だけに、経理実務の担当者にとっても
不安なことや疑問に感じることは多いのではないでしょうか。2022年1月号の特集では、インボイスと現行の「区分記載請求
書」との違いから経理事務への影響、そして事前の対応までをＱ＆Ａで分かりやすく解説しています。ぜひ参考にしてください！



❶ 

「
月
刊
経
理
ウ
ー
マ
ン
」２
０
２
２
年
１
月
号
の
内
容
紹
介
で
す
！

書
面
添
付
制
度
と
は
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
え

ば
、
申
告
書
を
作
成
し
た
税
理
士
が
「
こ
の

申
告
書
は
信
頼
で
き
ま
す
よ
。
だ
か
ら
税
務

調
査
に
入
る
必
要
は
な
い
で
す
よ
」
と
所
見

表
明
し
た
書
類
を
付
け
て
申
告
書
を
提
出
す

る
制
度
で
す
。
書
面
添
付
制
度
を
利
用
し
た

場
合
に
は
税
務
調
査
の
対
象
に
選
ば
れ
る
可

能
性
は
か
な
り
減
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
書
面
添
付
制
度
を
利
用
し
て
い
る
場
合
、

税
務
署
は
納
税
者
に
対
し
て
税
務
調
査
を
通

知
す
る
前
に
、
添
付
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い

る
事
項
に
つ
い
て
税
理
士
か
ら
の
意
見
聴
取

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
税
理
士
法
で
決
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
書
面
添
付
制
度

の
内
容
と
実
情
、
そ
し
て
顧
問
税
理
士
さ
ん

に
書
面
添
付
お
願
い
す
る
と
き
の
心
得
を
解

説
し
ま
す
。

　
書
面
添
付
制
度
と
は
、書
面
添
付
制
度（
税

理
士
法
第
33
条
の
2
）と
意
見
聴
取
制
度（
同

法
第
35
条
）
を
総
称
し
た
も
の
で
、
税
理
士

の
存
在
意
義
を
飛
躍
的
に
高
め
て
ス
タ
ー
ト

め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。ま
た
、下

記
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
の
よ
う
な
メ

リ
ッ
ト
を
納
税
者
自
身
に
お
い
て
も
得
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
「
書
面
添
付
制
度
」の
メ
リ
ッ
ト
は
精
度
の

高
い
決
算
・
税
務
申
告
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
税
理
士
の
監
査
・
指

導
の
も
と
、
各
種
留
意
ポ
イ
ン
ト
に
基
づ
き
、

決
算
書
・
税
務
申
告
を
行
う
た
め
、
よ
り
品

質
の
高
い
決
算
・
税
務
申
告
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
そ
し
て
第
3
者
か
ら
の
信
用
・
信
頼
性
が

高
ま
る
こ
と
も
メ
リ
ッ
ト
で
す
。
税
理
士
が

申
告
書
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
関
与
度
合

や
ど
の
よ
う
な
過
程
で
作
成
さ
れ
た
の
か
、

決
算
書
の
数
字
の
作
成
根
拠
や
数
字
に
表
れ

な
い
こ
と
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
信
用

が
高
ま
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
銀
行
か
ら

の
評
価
は
経
営
内
容
の
適
正
開
示
に
よ
り
、

融
資
担
当
者
か
ら
の
信
頼
を
獲
得
で
き
ま
す
。

法
第
35
条
）
を
総
称
し
た
も
の
で
、
税
理
士

の
存
在
意
義
を
飛
躍
的
に
高
め
て
ス
タ
ー
ト

し
、
税
理
士
の
力
量
が
問
わ
れ
る
制
度
で
す
。

　
具
体
的
に
は
、
申
告
書
に
つ
い
て
税
理
士

が
「
主
要
な
項
目
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
資

料
に
基
づ
き
検
討
・
判
断
し
た
か
や
、
顧
問

先
か
ら
受
け
た
相
談
事
項
等
に
つ
い
て
」
記

載
し
た
内
容
の
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
で
す
。

そ
れ
に
よ
り
、
税
務
当
局
は
税
務
調
査
の
事

前
通
知
を
顧
問
先
に
行
う
前
に
、
添
付
さ
れ

た
書
面
に
つ
い
て
税
理
士
に
対
し
て
意
見
聴

取
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

意
見
聴
取
に
よ
り
疑
問
等
が
解
決
し
て
調
査

が
必
要
な
い
と
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
税
理

士
に
対
し
「
現
時
点
で
は
調
査
に
移
行
し
な

い
」
旨
を
原
則
と
し
て
書
面
に
よ
り
通
知
が

行
わ
れ
ま
す
。

　
税
理
士
が
申
告
書
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、

ど
の
程
度
の
関
与
度
合
い
が
あ
り
、
ど
の
よ

う
な
過
程
で
作
成
さ
れ
、
決
算
書
の
数
字
の

作
成
根
拠
や
数
字
に
表
れ
な
い
こ
と
を
記
載

す
る
こ
と
に
よ
り
、
申
告
書
の
信
頼
性
を
高

し
、
税
理
士
の
力
量
が
問
わ
れ
る
制
度
で
す
。

　
具
体
的
に
は
、
申
告
書
に
つ
い
て
税
理
士

が
「
主
要
な
項
目
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
資

料
に
基
づ
き
検
討
・
判
断
し
た
か
や
、
顧
問

先
か
ら
受
け
た
相
談
事
項
等
に
つ
い
て
」
記

載
し
た
内
容
の
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
で
す
。

そ
れ
に
よ
り
、
税
務
当
局
は
税
務
調
査
の
事

前
通
知
を
顧
問
先
に
行
う
前
に
、
添
付
さ
れ

た
書
面
に
つ
い
て
税
理
士
に
対
し
て
意
見
聴

取
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

意
見
聴
取
に
よ
り
疑
問
等
が
解
決
し
て
調
査

が
必
要
な
い
と
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
税
理

士
に
対
し
「
現
時
点
で
は
調
査
に
移
行
し
な

い
」
旨
を
原
則
と
し
て
書
面
に
よ
り
通
知
が

行
わ
れ
ま
す
。

「
書
面
添
付
」
と
は
何
か
？

　
書
面
添
付
制
度
と
は
、書
面
添
付
制
度（
税

理
士
法
第
33
条
の
2
）と
意
見
聴
取
制
度（
同

「
書
面
添
付
制
度
」

税理士　村田 直

会
社
に
と
っ
て
メ
リ
ッ
ト
大
！

の
こ
と
が

理
解
で
き
る

30
分
セ
ミ
ナ
ー

税
理
士

　畑
山
裕
亮

税
理
士
さ
ん
に
と
っ
て
は
リ
ス
キ
ー
？
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の
特
例
措
置
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
特

例
を
利
用
す
れ
ば
、
贈
与
税
相
続
税
と
も
に
、

自
社
株
に
係
る
税
金
の
１
０
０
％
が
納
税
猶

予
さ
れ
、
最
終
的
に
要
件
を
満
た
せ
ば
、
猶

予
税
額
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
使
わ
な

い
手
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　以
下
に
、
法
人
版
事
業
承
継
税
制
の
特
例

措
置
に
つ
い
て
、
制
度
の
内
容
や
、
実
務
上

の
判
断
ポ
イ
ン
ト
な
ど
に
つ
い
て
、
解
説
し

て
い
き
ま
す
。

自
社
株
に
係
る
税
金
が

全
額
免
除
さ
れ
る
!?

　「う
ち
の
会
社
、
次
の
後
継
者
は
決
ま
っ

て
い
る
し
、
社
長
も
従
業
員
も
み
ん
な
反
対

意
見
は
な
い
し
、
な
の
に
、
な
ぜ
か
事
業
承

継
が
進
ま
な
い
…
」。
そ
ん
な
場
合
、
ネ
ッ

ク
に
な
っ
て
い
る
の
は
自
社
株
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　読
者
の
皆
さ
ん
は
、
自
社
の
株
価
が
い
く

ら
ぐ
ら
い
に
な
る
か
、
ご
存
知
で
す
か
？

　

「
え
っ
、
う
ち
は
上
場
し
て
い
な
い
し
、
誰

も
売
買
し
な
い
し
、
株
価
な
ん
て
な
い
と
思

う
け
ど
…
」。
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

冒
頭
の
後
継
者
の
方
が
、
社
長
か
ら
株
式
の

贈
与
を
受
け
る
と
す
る
と
、
相
続
税
の
ル
ー

ル
に
基
づ
き
、
株
価
の
評
価
を
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　そ
の
金
額
は
、
時
に
数
億
円
と
い
う
結
果

に
な
っ
た
り
し
ま
す
。
す
る
と
、
後
継
者
に

株
式
を
渡
し
た
く
て
も
、
贈
与
税
が
高
す
ぎ

て
渡
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
株
式
を
後
継

者
に
渡
せ
な
い
の
で
は
、
結
局
、
事
業
承
継

も
進
め
ら
れ
ず
、
に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
い
か

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　政
府
は
、
中
小
企
業
の
こ
の
よ
う
な
事
態

に
対
応
す
る
た
め
、
２
０
０
８
（
平
成
20
）

年
５
月
に
「
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承

継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」（
経
営
承
継

円
滑
化
法
）
を
制
定
し
、
そ
れ
を
根
拠
と
し

て
、
２
０
０
９
（
平
成
21
）
年
度
税
制
改
正

に
お
い
て
、
法
人
版
事
業
承
継
税
制
（
非
上

場
株
式
等
に
つ
い
て
の
贈
与
税
・
相
続
税
の

納
税
猶
予
、
免
除
）
の
一
般
措
置
を
新
設
し

ま
し
た
。

　た
だ
し
、
一
般
措
置
は
対
象
会
社
の
総
株

式
数
の
３
分
の
２
ま
で
し
か
対
象
に
な
ら
ず
、

相
続
税
に
お
け
る
納
税
猶
予
割
合
も
80
％
と

さ
れ
た
た
め
、
結
果
的
に
自
社
株
に
か
か
る

相
続
税
の
約
半
分
し
か
猶
予
対
象
に
は
な
ら

ず
、
一
部
の
中
小
企
業
で
は
適
用
が
進
ん
だ

も
の
の
、
幅
広
く
普
及
に
は
至
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

　そ
こ
で
、
政
府
は
２
０
１
８
（
平
成
30
）

年
度
税
制
改
正
で
事
業
承
継
税
制
を
抜
本
的

に
改
正
し
、
新
た
に
10
年
間
の
期
間
限
定
で

特
例
措
置
を
設
け
ま
し
た
。
特
例
措
置
で
は
、

一
般
措
置
と
違
い
、
全
株
式
が
対
象
と
な
り
、

納
税
猶
予
割
合
も
１
０
０
％
と
さ
れ
た
た
め
、

事
実
上
、
要
件
を
満
た
せ
ば
、
自
社
株
に
係

る
税
金
は
最
終
的
に
全
額
免
除
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　免
除
に
つ
い
て
金
額
の
上
限
は
な
い
、
と

い
う
画
期
的
制
度
で
す
。

　中
小
企
業
の
事
業
承
継
（
後
継
者
へ
の
経

営
の
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
）
で
問
題
に
な
る
の
が

株
式
譲
渡
の
際
の
贈
与
税
・
相
続
税
の
納
税

で
す
。
贈
与
税
・
相
続
税
の
納
税
と
い
う
ハ

ー
ド
ル
が
あ
る
た
め
事
業
承
継
が
ス
ム
ー
ズ

に
運
ば
な
い
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
の
で
す
。

そ
ん
な
と
き
「
事
業
承
継
税
制
の
特
例
」
を

使
え
ば
贈
与
税
・
相
続
税
が
１
０
０
％
猶
予

と
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
「
事
業
承
継
税
制

の
特
例
」
の
内
容
と
手
続
き
に
つ
い
て
解
説

し
ま
す
。
利
用
を
検
討
す
る
な
ら
早
め
の
準

備
に
取
り
掛
か
り
ま
し
ょ
う
。

　社
長
の
高
齢
化
が
進
む
中
、
中
小
企
業
に

お
い
て
事
業
承
継
は
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。
事
業
承
継
を
取
り
巻
く
問
題
は

様
々
あ
り
ま
す
が
、
大
き
な
課
題
の
１
つ
が

自
社
株
で
す
。
自
社
の
株
価
が
高
い
と
、
後

継
者
に
贈
与
す
る
に
し
て
も
、
贈
与
税
が
ネ

ッ
ク
と
な
っ
て
承
継
が
進
み
ま
せ
ん
。

　そ
こ
で
、
２
０
１
８
（
平
成
30
）
年
１
月

１
日
か
ら
10
年
間
限
定
で
、
事
業
承
継
税
制

「事業承継税制の特例」

税理士　村田 直

内容と手続きが分かる講座
の

特例承認
計画の

提出期限
は

2023年
3月31日

利用を検討するなら
そろそろ準備を始めよう!
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　「不
良
在
庫
」
は
、
頭
を
悩
ま
す
こ
と
が

多
い
項
目
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　廃
棄

す
る
場
合
に
は
証
拠
を
保
管
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
し
、評
価
損
を
計
上
す
る
場
合
の「
評

価
」
も
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ

れ
ら
の
作
業
は
現
場
と
の
連
携
が
必
要
不
可

欠
な
の
で
、
経
理
担
当
者
の
説
明
力
も
必
要

に
な
っ
て
き
ま
す
ね
。

　こ
こ
で
は
、
そ
ん
な
「
不
良
在
庫
」
を
廃

棄
処
分
す
る
と
き
の
心
得
に
つ
い
て
お
話
し

し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

不
良
在
庫
は
様
々
な
要
因
に

よ
り
発
生
す
る

　さ
て
、
不
良
在
庫
と
は
ど
ん
な
も
の
で
し

ょ
う
。
じ
つ
は
法
律
や
会
計
上
の
定
義
は
特

に
あ
り
ま
せ
ん
。
一
般
の
ビ
ジ
ネ
ス
用
語
と

し
て
、
通
常
の
販
売
サ
イ
ク
ル
や
製
造
サ
イ

ク
ル
か
ら
は
ず
れ
た
商
品
や
材
料
を
、
正
常

な
在
庫
と
区
分
す
る
意
味
で
「
不
良
在
庫
」

　
あ
な
た
の
会
社
に
は
倉
庫
で
眠
っ
て
い
る

「
売
れ
な
い
商
品
」
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。「
せ

っ
か
く
仕
入
れ
た
の
だ
か
ら
処
分
す
る
の
は

し
の
び
な
い
」「
い
つ
か
売
れ
る
か
も
し
れ

な
い
」…
そ
ん
な
気
持
ち
は
分
か
り
ま
す
が
、

不
良
在
庫
を
抱
え
て
い
て
は
保
管
の
た
め
の

コ
ス
ト
が
か
さ
む
ば
か
り
で
す
。
不
良
在
庫

を
廃
棄
し
て
評
価
損
を
計
上
す
れ
ば
節
税
に

も
つ
な
が
り
ま
す
。「
不
良
在
庫
」
の
具
体

的
な
処
分
方
法
や
税
務
の
注
意
点
を
ア
ド
バ

イ
ス
し
ま
す
。

と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　具
体
的
に
は
、

・
汚
破
損
し
た
商
品
・
材
料

・
陳
腐
化
し
た
商
品
・
材
料

・
棚
ざ
ら
し
商
品
・
材
料

・
過
剰
仕
入
・
発
注
ミ
ス
し
た
商
品
・
材
料

・
過
剰
生
産
し
て
し
ま
っ
た
製
品

な
ど
を
い
い
、
こ
れ
ら
が
経
営
に
悪
影
響
を

与
え
る
場
合
に
、「
不
良
在
庫
」
と
呼
ば
れ

ま
す
。

　汚
破
損
は
、
説
明
が
不
要
か
と
思
い
ま
す

が
、「
陳
腐
化
」
と
い
う
言
葉
は
耳
な
じ
み

が
薄
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
商
品
自
体
に

問
題
が
な
く
て
も
、
も
っ
と
優
れ
た
機
能
な

ど
を
持
つ
新
商
品
が
発
売
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
競
争
力
を
失
う
こ
と
を
「
陳
腐
化
」
と

い
い
ま
す
。

　例
え
ば
、
カ
メ
ラ
が
分
か
り
や
す
い
で
し

ょ
う
。
ち
ょ
う
ど
私
が
高
校
生
く
ら
い
の
時

に
「
写
ル
ン
で
す
」
と
い
う
イ
ン
ス
タ
ン
ト

カ
メ
ラ
が
爆
発
的
な
ヒ
ッ
ト
商
品
に
な
り
ま

し
た
。修
学
旅
行
に
誰
も
が「
写
ル
ン
で
す
」

を
持
参
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
そ
の

後
10
年
ほ
ど
で
安
価
な
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
が

普
及
し
始
め
、「
写
ル
ン
で
す
」
は
急
速
に

市
場
を
失
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　こ
の
よ
う
に
商
品
そ
の
も
の
に
は
問
題
が

な
い
の
に
時
代
の
変
化
や
新
商
品
の
発
売
に

よ
り
、
相
対
的
に
価
値
が
失
わ
れ
て
い
く
こ

と
を
「
陳
腐
化
」
と
い
い
ま
す
。
そ
の
後
、

デ
ジ
カ
メ
は
ス
マ
ホ
カ
メ
ラ
の
普
及
に
よ
り

陳
腐
化
し
、「
写
ル
ン
で
す
」
は
ア
ナ
ロ
グ

の
画
質
の
味
わ
い
深
さ
が
評
価
を
受
け
、
再

度
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
時

代
の
変
化
と
い
う
の
は
面
白
い
も
の
だ
と
思

い
ま
す
。

　さ
て
、話
を
本
題
に
戻
す
と
、「
棚
ざ
ら
し
」

は
店
頭
や
倉
庫
の
棚
の
上
で
日
光
や
空
気
に

よ
り
劣
化
し
て
い
く
こ
と
を
い
い
ま
す
。「
写

ル
ン
で
す
」
の
人
気
が
落
ち
て
い
っ
た
と
き

に
、
写
真
館
の
店
頭
で
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が
色

あ
せ
た
商
品
を
よ
く
見
か
け
た
も
の
で
す
。

　「過
剰
仕
入
」
は
単
純
な
発
注
ミ
ス
や
需

要
を
見
誤
っ
た
こ
と
で
発
生
し
ま
す
。
例
え

ば
、
カ
メ
ラ
を
生
産
し
て
い
る
工
場
だ
と
す

る
と
、
需
要
が
急
激
に
減
少
し
て
生
産
を
と

り
や
め
た
が
、
材
料
は
契
約
通
り
に
仕
入
れ

な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
で

す
。　「過

剰
生
産
」
は
、
需
要
が
減
っ
て
い
る

こ
と
に
気
が
つ
か
ず
、
生
産
量
を
減
ら
さ
な

か
っ
た
こ
と
で
発
生
し
ま
す
。

　こ
の
よ
う
に
、
不
良
在
庫
は
、
様
々
な
要

因
に
よ
り
発
生
す
る
の
が
特
徴
で
す
。購
買・

製
造
・
商
品
企
画
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
在

庫
管
理
・
販
売
・
営
業
・
配
送
と
い
っ
た
多

く
の
部
門
に
起
因
す
る
た
め
、
問
題
解
決
も

組
織
横
断
的
に
行
な
う
べ
き
で
す
。

「
不
良
在
庫
」
を
早
め
に

処
分
す
る
べ
き
理
由
と
は

　一
般
に
「
不
良
在
庫
」
は
、
早
め
に
処
分

す
る
必
要
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？

　一
つ
に
は
会
計

税
理
士

　木
村 

三
恵

「
不
良
在
庫
」を
廃
棄
す
る

と
き
の
経
理
の
心
得

●
処
分
の
方
法
か
ら
税
務
の
注
意
点
ま
で
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書面添付制度とは、おおざっぱに言えば、申告書を作成した税理士が「この申告書は信頼できま
すよ。だから税務調査に入る必要はないですよ」と所見表明した書類を付けて申告書を提出す
る制度です。書面添付制度を利用した場合には税務調査の対象に選ばれる可能性はかなり減る
と言われています。また書面添付制度を利用している場合、税務署は納税者に対して税務調査
を通知する前に、添付書面に記載されている事項について税理士から意見聴取しなければなら
ないと税理士法で決められています。書面添付制度の内容と実情、そして顧問税理士さんに
書面添付をお願いするときの心得を解説します。

会社にとってメリット大！　税理士さんにとってはリスキー？
「書面添付制度」のことが理解できる３０分セミナー

◎この記事で理解できること…そもそも「書面添付制度」とはどんな制度なのか／会社(納税者)にはどんなメリットがあるのか／
「書面添付制度」がなかなか普及しない理由とは／顧問税理士に「書面添付」を依頼するときの心得とは／その他、上記テーマに関連
して知っておきたい知識　ほか

あなたの会社には倉庫で眠っている「売れない商品」はありませんか。「せっかく仕入れたの
だから処分するのはしのびない」「いつか売れるかもしれない」…そんな気持ちは分かりますが、
不良在庫を抱えていては保管のためのコストがかさむばかりです。不良在庫を廃棄して評価損を
計上すれば節税にもつながります。ただし、棚卸資産の評価損は税務調査で問題になりやすい
項目でもあります。ここでは「不良在庫」を廃棄処分をするときの経理の心得をアドバイスします。

処分の方法から税務調査への対策まで
「不良在庫」を廃棄するときの経理の心得

◎この記事で理解できること…「不良在庫」を抱えることの様 な々デメリットについて／「不良在庫」を廃棄処分することによるメリット
とは／「不良在庫」を廃棄処分したときの勘定科目と会計処理／評価損の計上が認められないケース／税務調査に備えて準備して
おくこと／上記テーマに関連して中小企業の経理担当者の心得とは　ほか

い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
長
期
経
営
計
画
は
、
そ
の
企
業

の
将
来
の
未
来
像
や
あ
る
べ
き
姿
を
示
す
に

と
ど
ま
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
長

期
経
営
計
画
は
、
経
営
ビ
ジ
ョ
ン
に
近
い
位

置
づ
け
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
で

し
ょ
う
。

　そ
の
企
業
の
中
期
的
に
目
指
す
事
業
の
方

向
性
を
定
め
た
も
の
が
中
期
経
営
計
画
で
す
。

大
企
業
で
は
、
策
定
し
た
中
期
経
営
計
画
を
、

株
主
な
ど
を
含
め
て
広
く
公
開
す
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
で
す
。
当
時
、
深
刻
な
経
営
難
に

陥
っ
て
い
た
日
産
自
動
車
が
発
表
し
た
「
日

産
リ
バ
イ
バ
ル
プ
ラ
ン
」
は
、
3
ヵ
年
の
中

期
経
営
計
画
で
し
た
。
こ
の
た
め
、
長
期
経

営
計
画
は
、
そ
の
企
業
の
将
来
の
未
来
像
や

あ
る
べ
き
姿
を
示
す
に
と
ど
ま
る
こ
と
も
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
長
期
経
営
計
画
は
、
経

営
ビ
ジ
ョ
ン
に
近
い
位
置
づ
け
に
な
っ
て
い

る
と
考
え
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　そ
の
企
業
の
中
期
的
に
目
指
す
事
業
の
方

向
性
を
定
め
た
も
の
が
中
期
経
営
計
画
で
す
。

い
ま
す
。

　長
期
経
営
計
画
は
、
設
定
さ
れ
た
経
営
ビ

ジ
ョ
ン
に
も
と
づ
き
、
今
後
の
経
営
の
方
針

や
今
後
事
業
展
開
す
る
事
業
分
野
を
定
義
し

ま
す
。
事
業
環
境
の
変
化
が
難
し
い
現
代
に

お
い
て
は
、長
期
的
な
変
化
を
予
測
し
て
、行

動
計
画
に
ま
で
落
と
し
込
む
の
は
難
し
い
の

が
実
情
で
す
。

　こ
の
た
め
、
長
期
経
営
計
画
は
、
そ
の
企

業
の
将
来
の
未
来
像
や
あ
る
べ
き
姿
を
示
す

に
と
ど
ま
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

長
期
経
営
計
画
は
、
経
営
ビ
ジ
ョ
ン
に
近
い

位
置
づ
け
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い

で
し
ょ
う
。

　そ
の
企
業
の
中
期
的
に
目
指
す
事
業
の
方

向
性
を
定
め
た
も
の
が
中
期
経
営
計
画
で
す
。

大
企
業
で
は
、
策
定
し
た
中
期
経
営
計
画
を
、

株
主
な
ど
を
含
め
て
広
く
公
開
す
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
で
す
。
当
時
、
深
刻
な
経
営
難
に

陥
っ
て
い
た
日
産
自
動
車
が
発
表
し
た
「
日

産
リ
バ
イ
バ
ル
プ
ラ
ン
」
は
、
3
ヵ
年
の
中

期
経
営
計
画
で
し
た
。

会
社
に
と
っ
て
ゴ
ー
イ
ン
グ
コ
ン
サ
ー
ン

(

事
業
を
継
続
し
て
い
く
こ
と)

が
何
よ
り

大
切
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
経
営
計
画
を
立

て
て
目
標
を
ク
リ
ア
し
て
い
く
こ
と
が
求
め

ら
れ
ま
す
。
い
わ
ば
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を

確
立
し
、
問
題
を
解
決
し
な
が
ら
会
社
を
成

長
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。
経
営

計
画
が
な
け
れ
ば
羅
針
盤
が
な
い
ま
ま
航
海

を
す
る
よ
う
な
も
の
で
、
い
ず
れ
難
破
し
か

ね
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
「
経
営
計
画
」
の
作

り
方
を
専
門
家
が
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。

バ
ル
に
ま
か
せ
て
経
営
し
て
い
て
は
、
変
化

の
早
い
経
営
環
境
に
つ
い
て
い
け
ず
、
持
続

的
な
成
長
を
維
持
す
る
こ
と
は
難
し
い
で

し
ょ
う
。経
営
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
で
、限

ら
れ
た
経
営
資
源
を
有
効
活
用
し
、
変
化
に

強
い
事
業
展
開
が
可
能
に
な
る
の
で
す
。

　経
営
計
画
は
、
そ
の
計
画
期
間
に
よ
っ
て
、

長
期
、
中
期
及
び
短
期
経
営
計
画
に
分
類
さ

れ
ま
す
。
一
般
的
に
は
、
長
期
経
営
計
画
が

5
年
〜
10
年
程
度
、
中
期
経
営
計
画
が
３
〜

５
年
程
度
、
短
期
経
営
計
画
１
年
と
さ
れ
て

多
く
の
場
合
、
中
期
経
営
計
画
は
、
3
年
か

ら
5
年
以
内
に
達
成
す
る
具
体
的
な
数
値
目

標
が
明
示
さ
れ
、
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の

方
法
や
方
針
も
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　短
期
経
営
計
画
と
は
、
中
期
経
営
計
画
に

基
づ
き
、
毎
年
策
定
さ
れ
る
1
年
間
の
具
体

的
な
行
動
計
画
で
す
。
会
社
全
体
の
短
期
経

営
計
画
に
基
づ
き
、
事
業
部
別
、
部
門
別
の

計
画
が
策
定
さ
れ
、
最
終
的
に
は
各
従
業
員

の
行
動
計
画
に
ま
で
落
と
し
込
ま
れ
ま
す
。

　短
期
経
営
計
画
を
予
算
と
混
同
す
る
場
合

も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
予
算
の
場
合
は
、

会
社
の
数
字
的
な
計
画
の
み
を
指
す
の
に
対

し
、
短
期
経
営
計
画
は
数
値
以
外
の
行
動
計

画
ま
で
を
含
み
ま
す
。
短
期
経
営
計
画
に
予

算
も
内
包
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で

し
ょ
う
。

　短
期
経
営
計
画
に
お
け
る
数
値
計
画
（
予

算
）
は
、
月
別
、
組
織
別
な
ど
よ
り
細
分
化

し
て
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
計
画
の
進

捗
状
況
を
測
る
に
は
有
効
な
も
の
と
な
っ
て

経
営
計
画
と
は

　経
営
計
画
と
は
、
経
営
方
針
や
経
営
戦
略

に
基
づ
い
て
策
定
さ
れ
る
、
具
体
的
な
行
動

計
画
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　少
子
高
齢
化
に
よ
る
日
本
市
場
の
縮
小
が

予
想
さ
れ
る
中
、IT

技
術
な
ど
の
急
激
な
進

展
に
よ
り
人
・
モ
ノ
・
金
・
情
報
の
グ
ロ
ー

「
経
営
計
画
」の
作
り
方
教
え
ま
す

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を

確
立
す
る
こ
と
で

問
題
解
決
に
つ
な
げ
よ
う
!!

会
社
を

発
展
さ
せ
る

株
式
会
社
グ
ラ
テ
ィ
チ
ュ
ー
ド
・
ト
ゥ
ー
ユ
ー
代
表
取
締
役

　川
北
英
貴

２０２２年１月号のオススメ記事 ❹

会社にとってゴーイングコンサーン(事業を継続していくこと)は何より大切です。そのためには
短期・中期・長期で経営計画を立てて目標をクリアしていくことが求められます。いわばＰＤＣＡ
サイクルを確立し、問題を解決しながら会社を成長させていくことが必要なのです。経営計画が
なければ羅針盤がないまま航海をするようなもので、いずれ難破しかねません。ここでは、会社
を発展させる「経営計画」の作り方を専門家がアドバイスします。

ＰＤＣＡサイクルを確立することで問題解決につなげよう!!
会社を発展させる「経営計画」の作り方教えます

◎この記事で理解できること…そもそも経営計画はなぜ必要なのか／経営計画の目的とは／経営計画を作成するための手順／失敗
する経営計画の特徴とは／経営計画を活用するために最も大切なこととは／上記テーマに関連して経理担当者の役割や留意点　ほか

２０２２年１月号のオススメ記事 ❸

中小企業の事業承継(後継者への経営のバトンタッチ)で問題になるのが株式譲渡の際の贈与
税・相続税の納税です。贈与税・相続税の納税というハードルがあるため事業承継がスムーズに
運ばないケースが少なくないのです。そんなとき「事業承継税制の特例」を使えば、納税が
100％猶予となります。特例制度の承認計画の提出期限は2023年3月31日です。利用を検討
するなら早めに準備に取り掛かりましょう。

特例承認計画の提出期限は2023年3月31日 
利用を検討するならそろそろ準備を始めよう!
「事業承継税制の特例」の内容と手続きが分かる講座

◎この記事で理解できること…そもそも「事業承継税制」とはどんなものなのか／「事業承継税制の特例」はそれまでの税制とどこが違う
のか／「事業承継税制の特例」を利用すればどの程度の節税になるのか／「事業承継税制の特例」を利用するための要件とは　ほか



「月刊経理ウーマン」の最大の特長は「難しい専門知識をビギナーの実務
担当者にも理解できるように解説している」ところにあります。執筆者の先
生のなかには、やたらに難解な表現で原稿を書いてくる方もいるのですが、
当然、そのまま掲載することはしません。何度も書き直しをお願いして、これ
なら「月刊経理ウーマン」に掲載してもＯＫという内容にならない限り記事を
掲載しません。そんな「月刊経理ウーマン」ですが、ほかにも以下のようなオ
ススメポイントがあります。

経理税務だけでなく
社会保険・総務・人事関連の企画も
豊富に掲載しています！
本誌は中小企業の経理担当者を意識して企画編集して
います。皆さんもご存知のとおり中小企業の経理担当者
は、経理の仕事だけをやっている
わけではありません。多くの場合、
社会保険事務から給与計算、
採用関係、場合によっては登記手
続きまで幅広い仕事をこなしてい
ます。本誌では、経理・税務だけで
なく社会保険や労務関係、そして
ビジネスマナーまで幅広く記事を
掲載しています。

冒頭の連載記事「今月の事務」では、
毎月の法定事務や
税制改正情報などを掲載しています！
本誌の巻頭には、連載企画として「今月の事務」が掲載
されています。本連載では税理士と社会保険労務士が
毎月の法定事務や、その他気
をつけたい事務手続きにつ
いて分かりやすく解説してい
ます。また、そのときどきで押
さえておきたい法改正情報も、
その都度取り上げてご紹介し
ています。毎月の事務の指針
としてご活用ください。

毎年12月号には別冊付録として
「年末調整まるかじり」が付いています！
経理担当者にとって最大の“イベント”が年末調整です。
令和3年の年末調整の改正点は、税制改正を受けて各
申告書の押印欄が廃止されたこと等で、それほど大きな
変更はありませんでした。しかし令和２年の年末調整では
給与所得控除の引下げ等、大幅な変更がありました。
本誌には毎年１２月号に特別付録
として「年末調整まるかじり」が
付いています。本付録では、年末
調整の基本知識からその年の
改正ポイントまでをビギナーにも
分かるようにレクチャーします。
ぜひお役立てください！

お堅いだけの雑誌ではありません。
楽しく読める記事も掲載しています！
経理や税務の雑誌というとお堅いイメージがあります
よね。でも「月刊経理ウーマン」は違います！ 有名人に
お金にまつわるエピソードや信念などを語ってもらう
「わたしの金銭哲学」は、本誌独自のインタビュー記事
です。毎号、スポーツ選手やタレ
ントなど有名人がお金にまつわる
失敗談等を披露します。
ほかにも、映画情報や書籍情報
などを掲載。また巻末の投稿欄
「経理ウーマンの井戸端会議室」
も同じ経理担当の立場として
共感できる内容になっています。

「月刊経理ウーマン」の
　　ここがオススメです!!
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不
動
産
登
記
簿
に
は
、
そ
の
不
動
産
（
土

地
や
建
物
）
の
情
報
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い

ま
す
。
ど
こ
に
ど
ん
な
不
動
産
が
あ
り
、
そ

れ
が
誰
の
も
の
な
の
か
、
抵
当
権
は
設
定
さ

れ
て
い
る
の
か
…
…
。
そ
う
し
た
情
報
は
不

動
産
売
買
の
と
き
だ
け
で
な
く
、
新
規
取
引

先
の
信
用
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
も
必
要

と
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
専
門
家
が
「
不
動

産
登
記
簿
謄
本
」
の
読
み
方
を
分
か
り
や
す

く
レ
ク
チ
ャ
ー
し
ま
す
。

近
所
の
法
務
局
で
日
本
全
国
ど
こ
の

登
記
簿
謄
本
で
も
取
得
で
き
る

　不
動
産
の
登
記
簿
は
昔
、
紙
の
バ
イ
ン
ダ

ー
で
保
管
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
紙
を
法
務
局

が
コ
ピ
ー
を
し
て
認
証
し
た
も
の
を
登
記
簿

謄
本
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
し
か
し
現
在
で

は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
化
に
よ
っ
て
登
記
簿

も
紙
で
は
な
く
デ
ー
タ
で
保
存
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
発
行
さ
れ
る
証
明
書
は
「
登
記
事

司法書士・行政書士　吉田隼哉

「不動産登記簿謄本」 の  読み方

入手の方法から

登記内容の

チェックポイント

まで

どこよりも分かりやすい

経理WOMAN　2019年 8 月号 76

健
康
保
険
と
合
わ
せ
て
保
険
料
が
徴
収
さ
れ

る
た
め
「
健
康
保
険
」
と
同
じ
括
り
で
扱
わ

れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

　こ
こ
で
は
、
狭
義
の
社
会
保
険
に
つ
い
て
、

迷
い
や
す
い
手
続
き
を
Ｑ
＆
Ａ
で
説
明
し
て

い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

　な
お
、
社
会
保
険
が
適
用
さ
れ
る
事
業
所

で
す
が
、
法
人
事
業
所
（
株
式
会
社
等
）
の

場
合
は
業
種
や
従
業
員
の
人
数
に
関
係
な
く
、

す
べ
て
の
事
業
所
が
強
制
適
用
事
業
所
と
な

り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
従
業
員
を
雇
用
し
て

　
社
員
を
採
用
し
た
ら
社
会
保
険
に
加
入
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
加
入
の
た
め
の
手

続
き
や
毎
月
の
保
険
料
の
徴
収
に
つ
い
て

は
、
皆
さ
ん
も
よ
く
ご
存
知
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
た
だ
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
ケ
ー
ス
が
出
て

く
る
と
、
そ
の
取
扱
い
に
迷
っ
て
し
ま
う
こ

と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
ア
ル
バ
イ

ト
を
採
用
し
た
り
、
外
国
人
を
雇
用
し
た
と

き
は
、
社
会
保
険
の
取
扱
い
は
ど
う
な
る
の

で
し
ょ
う
か
。
知
っ
て
い
る
よ
う
で
知
ら
な

い
「
社
会
保
険
の
手
続
き
」
を
解
説
し
ま
す
。

　社
会
保
険
と
は
、「
健
康
保
険
」「
厚
生
年

金
保
険
」「
介
護
保
険
」「
労
災
保
険
」「
雇

用
保
険
」
の
総
称
で
、
働
く
人
を
サ
ポ
ー
ト

す
る
た
め
の
公
的
保
険
制
度
で
す
。
一
般
的

に
「
社
会
保
険
」
と
い
う
言
葉
は
、
狭
義
の

意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
場

合
、「
健
康
保
険
」「
厚
生
年
金
保
険
」
を
指

し
ま
す
。

　「労
災
保
険
」「
雇
用
保
険
」
は
「
労
働
保

険
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、「
介
護

保
険
」
は
40
歳
以
上
の
従
業
員
が
対
象
で
、

「
社
会
保
険
の
手
続
き
」

教
え
ま
す

知
っ
て
い
る
よ
う
で
知
ら
な
い

パートタイム・
アルバイトの加入から
60歳再雇用者の
手続きまで

特
定
社
会
保
険
労
務
士

　城
田
め
ぐ
み
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ど
ち
ら
か
と
い
う
と
た
ぶ
ん
う
ち
は
貧
乏
と
い
う
部

類
に
入
る
ん
だ
ろ
う
な
、
子
ど
も
の
頃
そ
う
思
っ
て
い

ま
し
た
。
転
勤
族
だ
っ
た
父
に
伴
っ
て
九
州
各
地
を

転
々
と
し
て
い
た
の
で
す
が
、
住
ま
い
は
た
い
て
い
小

さ
く
て
ボ
ロ
ボ
ロ
の
借
家
で
し
た
か
ら
。
た
だ
そ
の
割

に
は
不
自
由
な
い
生
活
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
た
か
ら
、

両
親
は
子
ど
も
に
苦
労
さ
せ
ま
い
と
し
て
く
れ
て
い
た

ん
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
こ
れ
と
い
っ
た
不
満
も
、
誰
か

と
比
べ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
唯
一
、
友
達
の
家
に
行

く
と
美
味
し
い
お
や
つ
が
食
べ
ら
れ
る
、
う
ち
に
は
お

や
つ
な
い
な
と
思
っ
た
く
ら
い
で
す
ね
（
笑
）。

つ
ね
に
お
金
が
な
か
っ
た
学
生
時
代

　
映
画
を
撮
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
演
劇
専
攻

が
あ
っ
た
明
治
大
学
文
学
部
に
進
学
し
ま
し
た
。
本
来

な
ら
家
計
を
考
慮
し
て
学
費
の
安
い
国
立
大
学
に
行
け

ば
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
文
学
部
は
た
い
て
い
私
立
に

し
か
な
く
そ
の
な
か
で
も
明
治
大
学
は
比
較
的
学
費
が

安
か
っ
た
ん
で
す
。
当
時
の
明
大
は
新
聞
奨
学
生
が
い

た
り
夜
間
に
転
部
す
る
の
が
い
た
り
、
わ
り
と
カ
ツ
カ

ツ
で
生
活
し
て
い
る
奴
が
多
か
っ
た
な
。
東
京
の
物
価

三遊亭円楽
●さんゆうてい　えんらく
1963年1月19日、福岡県出身。大学卒業後、
蜷川幸雄主宰のGEKISYA NINAGAWA 
STUDIOに入団、演劇活動を始める。2007年、
映画「しゃべれども しゃべれども」で「第
62回毎日映画コンクール」男優助演賞を受賞。
以降、テレビ、映画、舞台と幅広く活躍。
2012年、テレビ「孤独のグルメ」（テレビ東京）
で初主演を務める。2020年には、自身初の書
籍「空洞のなかみ」を上梓する。映画「老後
の資金がありません！」公開中。2012年、テ
レビ「孤独のグルメ」（テレビ東京）で初主
演を務める。

　　　　

★

日 月 火 水 木 金 土

仏滅

仏滅 大安

仏滅 大安

仏滅 大安

仏滅 仏滅 大安

事務チェックポイント

執筆担当者

★
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8

元日

官庁御用始
め
東証等で大
発会

小寒
七草

成人の日
十日えびす

鏡開き
仙台どんと
祭（大崎八
幡宮）

小正月
大学入学共
通 テ ス ト
（～16日）

宵えびす
大相撲1月
場 所 初 日
（国技館）

世界経済フォー
ラム（スイス・
ダボス/～21日）
テニス全豪オー
プン（メルボル
ン/～30日）

大寒

東京巣鴨とげ
ぬき地蔵尊

大祭

文化財防火
デー

　財
務
省
の
発
表
に
よ
る
と
、
２
０
２
０
年
度
の

国
の
一
般
会
計
税
収
は
60
兆
８
２
１
６
億
円
と
２

年
ぶ
り
に
過
去
最
高
を
更
新
し
ま
し
た
。
財
務
省

は
当
初
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
同
年
度
の
税
収
を

55
兆
１
２
５
０
億
円
と
予
想
し
て
い
ま
し
た
が
、

実
際
に
は
そ
の
額
を
５
兆
７
０
０
０
億
円
も
上
回

っ
た
形
で
す
。
内
訳
を
見
る
と
、
法
人
税
は
昨
年

度
比
４
３
７
５
億
円
増
の
11
兆
２
３
４
６
億
円
。

所
得
税
は
ほ
ぼ
前
年
度
並
み
の
19
兆
１
８
９
８
億

円
。
そ
し
て
基
幹
３
税
の
な
か
で
最
大
の
税
収
と

な
っ
た
の
が
消
費
税
で
す
。

　消
費
税
は
２
０
１
９
年
10
月
に
税
率
を
８
％
か

ら
10
％
に
引
き
上
げ
た
効
果
も
あ
り
、
税
収
は
20

兆
９
７
１
４
億
円
で
前
年
度
か
ら
２
兆
６
１
８
７

億
円
も
増
え
て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
不
況
で
生
活
に

不
安
を
感
じ
て
い
る
国
民
も
多
い
な
か
、
過
去
最

高
の
税
収
を
記
録
し
た
こ
と
に
対
し
て
「
税
の
取

り
過
ぎ
で
は
な
い
か
」「
国
民
に
還
元
す
べ
き
」

と
い
う
声
も
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
の
意
味
で
も
、

コ
ロ
ナ
禍
対
応
の
た
め
の
積
極
的
な
財
政
出
動
と

減
税
策
が
必
要
と
思
わ
れ
ま
す
。 

（
編
集
長
）

法定・社内事務

毎月の経理、税務、社会保険、総務関係の手続きをカレンダーで紹介します。詳しい実務については、10ページ以降をご参照ください。

皇居一般参
賀（～3日）
箱根駅伝

【経理・税務】 税理士　小林俊道【社会保険・労務】 特定社会保険労務士　岩瀬孝嗣

大阪国際
女子マラソン

＊日程は変更になる場合があります。
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12月分の住民税の特別徴収税額、年末調整分も含めた所得税等の源泉徴収
税額の納付期限です（納期の特例適用の場合は１月20日※）。
12月分の社会保険料、子ども・子育て拠出金の納付期限です（２月１日まで）。○ 賞与（年３回以下の賞与）からは「賞与の保険料」が徴収されます。12
月に賞与を支給した場合は、賞与に掛かる保険料を、上記の社会保険料
と合わせて納付します。○ １月分の給与計算の前に令和３年分の「扶養控除等（異動）申告書」を
社員に提出してもらいましょう。※ 20日は「納期の特例」の承認を受けている事業者の所得税等の源泉徴収
税額の納付期限です。

月の事務チェックカレンダー
月の事務チェックカレンダー

１ JANUARY

★

日 月 火 水 木 金 土

仏滅 仏滅 大安

仏滅 大安

仏滅 大安

仏滅 仏滅 大安

事務チェックポイント執筆担当者

★
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元日

官庁御用始
め
東証等で大
発会

小寒 七草

成人の日
十日えびす

鏡開き 仙台どんと
祭（大崎八
幡宮）

小正月
大学入学共
通 テ ス ト
（～16日）

宵えびす
大相撲1月
場 所 初 日
（国技館）

世界経済フォー
ラム（スイス・
ダボス/～21日）
テニス全豪オー
プン（メルボル
ン/～30日）

大寒

東京巣鴨とげ
ぬき地蔵尊

大祭

文化財防火
デー

　財
務
省
の
発
表
に
よ
る
と
、
２
０
２
０
年
度
の

国
の
一
般
会
計
税
収
は
60
兆
８
２
１
６
億
円
と
２

年
ぶ
り
に
過
去
最
高
を
更
新
し
ま
し
た
。
財
務
省

は
当
初
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
同
年
度
の
税
収
を

55
兆
１
２
５
０
億
円
と
予
想
し
て
い
ま
し
た
が
、

実
際
に
は
そ
の
額
を
５
兆
７
０
０
０
億
円
も
上
回

っ
た
形
で
す
。
内
訳
を
見
る
と
、
法
人
税
は
昨
年

度
比
４
３
７
５
億
円
増
の
11
兆
２
３
４
６
億
円
。

所
得
税
は
ほ
ぼ
前
年
度
並
み
の
19
兆
１
８
９
８
億

円
。
そ
し
て
基
幹
３
税
の
な
か
で
最
大
の
税
収
と

な
っ
た
の
が
消
費
税
で
す
。

　消
費
税
は
２
０
１
９
年
10
月
に
税
率
を
８
％
か

ら
10
％
に
引
き
上
げ
た
効
果
も
あ
り
、
税
収
は
20

兆
９
７
１
４
億
円
で
前
年
度
か
ら
２
兆
６
１
８
７

億
円
も
増
え
て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
不
況
で
生
活
に

不
安
を
感
じ
て
い
る
国
民
も
多
い
な
か
、
過
去
最

高
の
税
収
を
記
録
し
た
こ
と
に
対
し
て
「
税
の
取

り
過
ぎ
で
は
な
い
か
」「
国
民
に
還
元
す
べ
き
」

と
い
う
声
も
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
の
意
味
で
も
、

コ
ロ
ナ
禍
対
応
の
た
め
の
積
極
的
な
財
政
出
動
と

減
税
策
が
必
要
と
思
わ
れ
ま
す
。 

（
編
集
長
）

法定・社内事務

毎月の経理、税務、社会保険、総務関
係の手続きをカレンダーで紹介しま
す。詳しい実務については、10ページ
以降をご参照ください。

皇居一般参
賀（～3日）
箱根駅伝

【経理・税務】
 税理士　小林俊道
【社会保険・労務】
 特定社会保険労務士　岩瀬孝嗣

大阪国際
女子マラソン

＊日程は変更になる場合があります。
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12月分の住民税の特別徴収税額、年末調整分も含めた所得税等の源泉徴収
税額の納付期限です（納期の特例適用の場合は１月20日※）。
12月分の社会保険料、子ども・子育て拠出金の納付期限です（２月１日まで）。

○ 賞与（年３回以下の賞与）からは「賞与の保険料」が徴収されます。12
月に賞与を支給した場合は、賞与に掛かる保険料を、上記の社会保険料
と合わせて納付します。

○ １月分の給与計算の前に令和３年分の「扶養控除等（異動）申告書」を
社員に提出してもらいましょう。

※ 20日は「納期の特例」の承認を受けている事業者の所得税等の源泉徴収
税額の納付期限です。

月の事務チェックカレンダー月の事務チェックカレンダー１ JANUARY

編集部には、
毎月、読者の皆さんからの
熱いメッセージが届きます。本誌に対する感想や「あの記事が役に立った」

「こんな企画を取り上げて」といった内容も多く、
読者の皆さんには感謝あるのみです！！　
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株式会社研修出版の創業は平成元年。設立から３３年が経過します。
創業以来、実務書の出版社として「仕事に役立つ情報をどこよりも
分かりやすく発信し、広く社会に貢献する」ことをポリシーとしてき
ました。今回ご紹介する「月刊経理ウーマン」は１９９６年の創刊です。
「難しい実務知識を、難しく解説するのは誰でもできる」「難しい実務
知識を、どこよりも分かりやすく解説するのが本誌の務め」というのが
創刊以来の編集ポリシーです。編集スタッフの合言葉は「営々黙々
花が咲こうと咲くまいと」。これからも皆さまのお役に立てる雑誌作りに
邁進していきます！

経理・税務の知識を身に付けたい人には絶対オススメの月刊誌。
はじめまして。税理士の伊藤俊一です。「月刊経理ウーマン」さんとの付き合いは、編集部から原稿依頼を受けた6年前にスタートしました。
そのときは「雇用促進税制」について執筆を依頼されたのですが、編集の方の依頼内容がとても細かくてびっくりしたのを覚えています。
私は他の税務関係の雑誌にもときどき記事を執筆しているのですが、だいたいは執筆依頼書を送ってきて、そこに
書かれている項目に沿って執筆すればＯＫで、とくに細かく注文されることはありません。税務の記事は難解なのが
当然という意識もあるのかもしれません。しかし、「月刊経理ウーマン」さんの場合は編集者の方が事務所まで来ら
れて、雑誌のコンセプトや想定している読者対象などについて詳しく説明され、「難しい表現は避けてください。ビギ
ナー経理にも理解できるように解説してください」と念を押されました。そして出来上がった原稿についても「ここが
分かりにくいので書き直しを…」とゲラ刷りの段階でのやりとりが何度も続きました。面倒だなあ…という気持ちの
反面、読者のことをとても大切にしている雑誌だなあと好感を持ちました。それ以来、本誌では「相続税法の改正」
や「税務調査関連」の原稿を執筆しましたが、編集部に鍛えられて（笑）、文章力も身に付いたように思います。経
理・税務の知識を分かりやすく解説してくれる書籍を探していらっしゃる方には絶対オススメの月刊誌です。 税理士 伊藤俊一

幅広い実務知識を勉強できる良質の月刊誌。
「月刊経理ウーマン」さんには何度か記事を書かせていただいています。最初は社会保険の手続きについて解説し
たと思いますが、「経理」の専門誌なのに社会保険の記事を掲載するの？と疑問に思ったものです。その疑問も、最初
に編集者の方と打ち合わせをして説明を受けたことで納得しました。その女性編集者の説明は以下のとおりでした。
本誌は中小企業の初級の経理担当者を対象にしていること。中小企業では多くの場合、大企業のように経理部門が
独立しているわけではないこと。経理といっても人事・総務的な仕事や採用関連まで幅広く担当しているケースが
多いこと……。たしかにいただいた本誌に目を通してみると経理や税務の記事だけでなく、社会保険から採用関連、
取締役議事録の作成方法、登記簿謄本の読み方まで、内容がじつに幅広い。なるほど、これならオールラウンドプ
レーヤー的な立場の中小企業の実務担当者にはぴったりだなあと得心しました。本誌で幅広い実務の基本知識を
身に付けて、もっと専門的に知りたい、深い知識を身に付けたいという場合は、顧問税理士や社会保険労務士の先
生にアドバイスを受ければよいのではないでしょうか。幅広い実務知識を勉強できる良質の月刊誌だと思います。

社会保険労務士
笹島敏邦

私にとってはかけがえのない愛読誌です。
経理歴10年以上になりますが、毎月の仕事にいつも参考にさせていただいています。経理課に配属された当初から
購読していますが、最新の税制に関する情報から、初心者向けの記事まで、内容が多岐にわたって分かりやすく解
説されているので、とても読みやすく理解しやすいです。とくに「仕訳ワンポイントレッスン」や「初心者Ｅ子の実務レッ
スン講座」は、日頃当たり前に行なっている業務を改めて考える機会になり、毎回新たな発見があります。また、本誌の
冒頭の連載企画である「今月の事務チェックポイント」は、毎月雑誌が届くとまず最初に目を通す記事です。というのも
当月にやるべき経理・税務・社会保険・労務の法定事務の内容や手続きの仕方が分かりやすく解説されているか
らです。「経理ウーマン」と女性向けのタイトルですが、部署内で回覧し男性も読んでいます。その他、映画の紹介（今
月のシネマ　決めうちこの１本）や書籍紹介（お気に入りのこの１冊）、読者投稿（経理ウーマンの井戸端会議室）など
も息抜きにぴったりです。経理スキルの浅かった私にとって、現在はかけがえのない愛読誌となっています。 株式会社北川商事 経理課

清田　寧

研修出版はこんな会社です!

経
理
ウ
ー
マ
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。
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者
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女
性
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す
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❷ 

「
月
刊
経
理
ウ
ー
マ
ン
」
は
こ
ん
な
雑
誌
で
す
！

【修正日】 2021/11/04_12:58　       【出力日】 2021/11/04_12:59



お申込者ご住所

ご自宅・ご勤務先 ※どちらかに○印をお付けください。

＊ご希望の号に□印をお付けください。１部980円（税・送料込）です。
＊詳細や他の号の内容はホームページでご確認いただけます。

受付時間：10時～15時（祝日を除く月曜～金曜）

会社名・部署名

キ
リ
ト
リ
線
（
こ
こ
で
切
り
取
っ
て
か
ら
Ｆ
Ａ
Ｘ
し
て
く
だ
さ
い
）

安心１　お支払いは月刊誌が届いてからの後払いです。　
安心２　中途解約も可能です。
　　　　その場合は精算のうえ、ご返金申し上げます。

□１年（12冊)・・・・・・・・・・　11,100円（税・送料込／１冊当たり925円）
□２年（24冊)・・・・・・・・・・　19,980円（税・送料込／１冊当たり833円）
□３年（36冊)・・・・・・・・・・　25,600円（税・送料込／１冊当たり712円）

□ 2021年1月号
「役員退職金」を上手に
活用する法教えます

□ 2021年2月号
これで万全！！　
「決算準備」のことが
まるごと分かるセミナー

□ 2021年3月号
いろいろあります　
「ひとり経理」のお悩み相談室

□ 2021年4月号
「経理・税務＆社会保険・労務」
─年間スケジュールと
事務手続き便覧

□ 2021年5月号
中小企業のための
「コロナ禍」での
労務トラブル防止Ｑ＆Ａ

□ 2021年6月号
会社の改善点を把握する
ための「経営分析」入門

□ 2021年7月号
経理から社長に伝えるべき
「財務」の急所

□ 2021年8月号
消費税「インボイス制度」の
内容と事前準備のすべて

□ 2021年9月号
「減価償却」の実務に
強くなる３時間セミナー

□ 2021年10月号
儲けにつながる「月次決算」
のつくり方＆活かし方

□ 2021年11月号
知らないと損をする
「中小企業税制」の最新情報

□ 2021年12月号
固定費の「たな卸」
―ズバリここが着眼点だ!!


